
 

 

 

 

特定教育・保育施設の利用定員の変更について 

 

１． 施設の区分（幼稚園・保育所(園)・認定こども園）に応じて必要となる確認手続き 

 既存の認可施設で施設区分に変更がある場合 

   例）幼稚園・保育所が認定こども園へ移行 

   ⇒香川県による施設の認可・認定後に丸亀市による「新規の確認」が必要 
 

 新設の認可施設の場合 

   ⇒香川県による施設の認可後に丸亀市による「新規の確認」が必要 
 
 
２． 「確認」の根拠法令 

 

子ども・子育て支援法 

 

（特定教育・保育施設の確認） 

第三十一条 第二十七条第一項の確認は、（…略…）、教育・保育施設の設置者（…略…）の 

 申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就 

学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。 

 （…略…） 

２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとすると 

きは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会（…略…）の意見を（…略…）聴かな 

ければならない。 

 

（市町村等における合議制の機関）  

第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審 

議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

 一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を 

処理すること。 

 

 

※自治体向けＦＡＱより 

 

問：確認対象施設・事業の利用定員を変更する場合にも、地方版子ども・子育て会議の意見を

聴くとともに、都道府県知事に届け出なければならないのでしょうか。 

答：確認対象施設・事業の利用定員を変更する場合、子ども・子育て支援法の規定により、市

町村が利用定員を増加・減少させる場合は都道府県知事への届出が必要となります。また、

定員を減少させる場合には 3か月前までに施設長が市町村長に届け出ることが必要です。 

なお、利用定員を変更する場合、地方版子ども・子育て会議の意見を聴くことは義務付け

られていません。 

 

 

 

令和４年４月 28 日（木） 

第３回子ども・子育て会議 資料②   



 

 

３．利用定員の設定  

 

●「ふたば西保育園」における利用定員（令和４年７月 1 日～） 

1 号認定 2 号認定 
3 号認定 

合計 
満 1 歳以上 満 1 歳未満 

－ 42 人 29 人 9 人 ８0 人 
 

 変更前の利用定員 

1 号認定 2 号認定 
3 号認定 

合計 
満 1 歳以上 満 1 歳未満 

－ 45 人 30 人 15 人 ９0 人 

 

≪参考：過去３年間における利用実績≫ 

 満 3 歳児以上 満 1 歳～満 2 歳児 満 1 歳未満 合計 

H31.4.1 45 31 7 83 

Ｒ2.3.31 42 31 8 81 

Ｒ2.4.1 42 25 5 72 

Ｒ3.3.1 42 24 11 77 

Ｒ3.4.1 42 24 4 70 

Ｒ4.3.1 41 23 6 70 

  

 

４．現時点での確保見込みの比較（参考） 

 

1 号認定 2 号認定 
3 号認定 

合計 
満 1 歳以上 満 1 歳未満 

R2 当初計画 1,745 2,296 1,255 396 5,692 

〃 確保実績 
1,745 2,232 

Ｒ3.1.1～ 2,172 
1,267 396 5,640 

Ｒ3.1.1～ 5,580 

R3 当初計画 1,745 2,304 1,257 396 5,702 

〃 確保実績 
1,720 2,172 

Ｒ3.6.1～ 2,157 

Ｒ3.7.1～ 2,160 

1,267 
 

Ｒ3.7.1～ 1,265 

396 
 

Ｒ3.7.1～ 395 

5,555 
Ｒ3.6.1～ 5,540 

Ｒ3.7.1～ 5,540 

R4 当初計画 1,745 2,311 1,260 396 5,702 

〃 確保見込み 1,720 2,175 
Ｒ4.7.1～ 2,178 

1,270 
Ｒ4.7.1～ 1,278 

395 
Ｒ4.7.1～ 387 

5,560 
Ｒ4.7.1～ 5,563 

※確保実績は、1 号：各年度 5 月 1 日現在、2・3 号：各年度 4 月 1 日現在 

※変更の経緯 令和２年７月審議：丸亀聖母幼稚園の新制度移行及び利用定員減（-25）Ｒ3.4.1～ 

        令和３年２月報告：しおや保育所の利用定員減（-60）Ｒ3.1.1～ 

        令和３年７月報告：ニチイキッズ六郷保育園の利用定員減（-15）R3.6.1～ 

                ：ドルカスこども園の利用定員の変更（±0）R3.7.1～ 

        令和４年２月報告：ニチイキッズ六郷保育園（+11）Ｒ4.4.1～ 

                ：さくらの山保育園（+32）Ｒ4.4.1～ 

                ：ひつじヶ丘保育園（-10）Ｒ4.4.1～ 

        令和４年４月報告：ふたば西保育園（-10）R4.7.1～ 



 

 

 


